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…
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…
…
…
六
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九

公
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○
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政
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績
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…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
六
六
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
七
〇

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出
（
二
件
）
…
…
…
…
六
七
一

○
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
七
二

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
七
二

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
七
三

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
七
三

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
九
十
一
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

広
域
連
合
の
経
費
の
支
弁
の
方
法
の
変
更
を
内
容
と
す
る
山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
規
約

の
変
更
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
吉
田
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
三
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
河
口
湖
精
進
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
西
湖
字
白
根
官
有
無
番

旧

七
・
三
〜

七
五
・
一

地
先
か
ら

八
・
四

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
西
湖
字
白
根
官
有
無
番

地
先
ま
で

新

一
六
・
八
〜

七
五
・
一

二
七
・
〇

山
梨
県
告
示
第
四
百
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
字
土
手
下
一
〇
〇
〇
番
二
二
六

三
　
指
定
道
路
の
幅
員

最
大
　
一
〇
・
二
六
メ
ー
ト
ル
　
　
最
小
　
六
・
〇
一
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長

三
八
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

公
　
　
　
告

'

県
政
功
績
者

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
六
九

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

十
一
月
二
十
二
日

第
二
千
二
百
七
十
九
号

木　曜　日



山
梨
県
表
彰
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
に
基
づ
く
平
成
二
十
四
年
度
県
政
功

績
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

功
績
分
野

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

特
別
感
謝
状

渡
●
　
利
夫

東
京
都
大
田
区
東
雪
谷
二
丁
目
二
十
二
番
十
八
│
六
百
六

号

県
議
会

金
丸
　
直
道

南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
諏
訪
千
六
百
十
番
地

地
方
自
治

今
沢
　
忠
文

南
ア
ル
プ
ス
市
西
南
湖
四
千
二
百
八
十
四
番
地

天
野
　
祐
治

大
月
市
大
月
町
真
木
二
千
百
三
十
六
番
地

天
野
　
凱
弘

南
都
留
郡
山
中
湖
村
平
野
三
十
二
番
地

雨
宮
　
泉

甲
斐
市
長
塚
三
百
三
十
一
番
地
一

飯
島
　
文
雄

笛
吹
市
八
代
町
南
八
百
七
十
番
地

石
井
　
錦
一

韮
崎
市
清
哲
町
樋
口
百
三
十
一
番
地

今
村
　
正
城

甲
斐
市
龍
地
六
千
四
百
九
十
三
番
地

海
野
　
弘
展

北
杜
市
白
州
町
鳥
原
二
千
六
百
七
十
二
番
地

加
々
美
　
寳

富
士
吉
田
市
大
明
見
千
百
二
番
地

木
下
　
香
奈
子

北
都
留
郡
丹
波
山
村
四
百
九
十
三
番
地

小
林
　
進

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢
千
百
四
十
四
番
地
三

近
藤
　
明
忠

都
留
市
古
川
渡
八
百
三
十
九
番
地
一

谷
川
　
義
孝

甲
府
市
古
府
中
町
二
千
七
百
八
十
四
番
地

藤
本
　
●
政

笛
吹
市
芦
川
町
上
芦
川
七
百
六
番
地

松
永
　
竹
久

南
巨
摩
郡
身
延
町
和
田
千
九
百
六
十
九
番
地

三
澤
　
完
広

北
杜
市
武
川
町
三
吹
二
千
百
二
十
一
番
地
二

丸
山
　
博

甲
斐
市
西
八
幡
四
百
九
十
一
番
地

小
澤
　
康
秋

甲
府
市
国
母
三
丁
目
十
二
番
八
号

鶴
田
　
治
昭

甲
斐
市
篠
原
二
百
三
十
八
番
地
五

産
業

飯
室
　
元
●

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
十
九
番
八
号

上
野
　
昇

山
梨
市
東
七
百
五
十
八
番
地

小
田
切
　
富
男

甲
府
市
住
吉
五
丁
目
十
七
番
十
四
号

加
藤
　
正
芳

南
都
留
郡
道
志
村
一
万
千
二
百
五
十
番
地

栗
山
　
直
樹

甲
府
市
上
今
井
町
千
四
百
七
十
番
地
十
六

小
林
　
進
一

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
十
六
番
四
号

新
藤
　
進

甲
府
市
徳
行
一
丁
目
七
番
三
十
二
号

平
井
　
譽

大
月
市
賑
岡
町
奥
山
四
百
一
番
地

平
井
　
良
治

甲
府
市
貢
川
一
丁
目
十
番
二
十
四
号

八
束
　
厚
生

山
梨
市
万
力
千
六
百
三
番
地

佐
藤
　
喜
夫

上
野
原
市
上
野
原
千
六
百
十
八
番
地

●
刀
　
三
夫

中
央
市
藤
巻
千
五
百
八
十
七
番
地

小
林
　
正
毅

南
ア
ル
プ
ス
市
桃
園
七
百
十
八
番
地

志
村
　
富
男

笛
吹
市
御
坂
町
大
野
寺
八
百
十
一
番
地
一

關
本
　
得
郎

笛
吹
市
石
和
町
中
川
七
百
七
十
八
番
地
一

保
坂
　
重
雄

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
四
百
五
番
地

三
枝
　
健
●

甲
州
市
勝
沼
町
深
沢
三
千
五
百
四
番
地

小
林
　
津
久
男

甲
府
市
東
光
寺
一
丁
目
十
番
三
十
四
号

教
育
文
化

足
●
　
勝
子

南
ア
ル
プ
ス
市
上
今
井
百
七
十
九
番
地
一

飯
室
　
俊
一

中
央
市
西
花
輪
千
三
百
十
二
番
地

石
田
　
敏
枝

南
ア
ル
プ
ス
市
古
市
場
百
八
十
番
地

數
野
　
強

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
番
十
一
号
千
三
百
六
号

澤
登
　
昭
文

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
青
柳
町
五
百
三
十
九
番
地
一

曽
根
　
修
一

笛
吹
市
境
川
町
石
橋
二
千
二
百
七
十
四
番
地

社
会
福
祉

長
田
　
健
作

甲
府
市
青
沼
一
丁
目
二
番
二
号

栗
原
　
信
雄

韮
崎
市
穴
山
町
五
千
百
七
十
番
地
二

中
村
　
●
彦

都
留
市
田
野
倉
六
百
六
十
八
番
地

保
健
衛
生

宅
間
　
俊
一

甲
府
市
和
田
町
七
百
四
番
地
一

堀
内
　
二
彦

南
ア
ル
プ
ス
市
あ
や
め
が
丘
千
九
百
四
十
九
番
地
九
十
四

宮
川
　
晋
●

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
十
七
番
一
号

向
山
　
一
夫

笛
吹
市
石
和
町
市
部
五
百
四
十
二
番
地

武
者
　
吉
英

大
月
市
大
月
一
丁
目
十
五
番
十
八
号

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民

情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
二
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者

１
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
く
ろ
が
ね
や
　
代
表
取
締
役
　
堀
込
丹

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

六
七
〇



２
　
住
所

山
梨
県
甲
府
市
中
小
河
原
一
丁
目
十
三
番
十
八
号

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
（
仮
称
）
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
く
ろ
が
ね
や
甲
州
店

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
甲
州
市
勝
沼
町
山
字
西
田
門
百
八
十
五
番
地
二
外

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

住
　
　
　
　
　
所

株
式
会
社
く
ろ
が
ね
や

山
梨
県
甲
府
市
中
小
河
原
一
丁
目
十
三
番
十
八
号

代
表
取
締
役
　
堀
込
丹

株
式
会
社
さ
え
き

東
京
都
国
立
市
西
一
丁
目
十
一
番
六
号

代
表
取
締
役
　
佐
伯
行
彦

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
九
日

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

五
千
六
百
六
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

（一）

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

a

位
置
　
届
出
の
図
面
の
と
お
り

s

収
容
台
数
　
三
百
十
六
台

（二）

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

a

位
置
　
届
出
の
図
面
の
と
お
り

s

収
容
台
数
　
二
十
台

（三）

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

a

位
置
　
届
出
の
図
面
の
と
お
り

s

面
積
　
二
百
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

（四）

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

a

位
置
　
届
出
の
図
面
の
と
お
り

s

容
量
　
五
十
立
方
メ
ー
ト
ル

６
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

（一）

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

小
売
業
を
行
う
者

開
店
時
刻

閉
店
時
刻

株
式
会
社
く
ろ
が
ね
や

午
前
八
時

午
後
八
時

株
式
会
社
さ
え
き

午
前
八
時

午
後
九
時
四
十
五
分

（二）

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で

（三）

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

a

数
　
三
箇
所

s

位
置
　
届
出
の
図
面
の
と
お
り

（四）

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
八
日

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十

五
年
三
月
二
十
二
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者

１
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
大
門
淳

２
　
住
所

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
イ
オ
ン
タ
ウ
ン
山
梨
中
央
　
　

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
中
央
市
下
河
東
字
上
窪
四
百

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

六
七
一



２
　
変
更
す
る
事
項

変
　
　
更
　
　
事
　
　
項

変
更
前

変
　
更
　
後

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

午
前
九
時
午
前
九
時
（
五
月
又
は
十
一
月

（
株
式
会
社
ユ
ニ
ク
ロ
、
株
式
会
社
マ
ッ
ク
ハ

の
う
ち
十
日
間
は
午
前
六
時
）

ウ
ス
、
株
式
会
社
レ
モ
ー
ル
及
び
株
式
会
社
ハ

ニ
ー
ズ
に
限
る
。）
の
開
店
時
刻

３
　
変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
六
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
一
日

'

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。
そ
の
届
出
を
山
梨
県
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
二
十

五
年
三
月
二
十
二
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
届
出
者

１
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
オ
ギ
ノ
　
代
表
取
締
役
　
荻
野
寛
二

２
　
住
所

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

二
　
届
出
の
概
要

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（一）

名
称
　
オ
ギ
ノ
貢
川
店
食
品
館
　
　

（二）

所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
徳
行
一
丁
目
二
番
十
八
号

２
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

変
　
　
更
　
　
事
　
　
項

変
　
更
　
前

変
　
更
　
後

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及

一
箇
所

二
箇
所

び
位
置

届
出
の
図
面
の
と
お
り

届
出
の
図
面
の
と
お
り

３
　
変
更
す
る
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
十
三
日

三
　
届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
十
二
日

'

土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
換
地
処
分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
施
行
者
の
名
称

笛
吹
市

二
　
施
行
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

笛
吹
市
石
和
町
松
本
字
三
門
、
塚
越
、
神
田
、
天
神
、
前
河
原
及
び
中
直
欠
落
の
各
一
部
並
び
に

三
門
欠
落
及
び
神
田
欠
落
の
全
部

三
　
事
業
計
画
決
定
の
年
月
日

平
成
四
年
五
月
一
日

四
　
土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

笛
吹
川
都
市
計
画
事
業
石
和
温
泉
駅
前
土
地
区
画
整
理
事
業

五
　
事
務
所
の
所
在
地

笛
吹
市
春
日
居
町
寺
本
百
三
十
六
番
地
　
笛
吹
市
役
所
春
日
居
庁
舎
　
笛
吹
市
建
設
部
ま
ち
づ
く

り
整
備
課
内

六
　
換
地
計
画
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
九
月
十
一
日

七
　
換
地
処
分
通
知
完
了
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
二
日

'
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

六
七
二



一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
杜
市
明
野
町
上
手
字
下
反
保
一
九
八
の
二
、
一
九
八
の
四
、
二
三
三
の
一
部
、
五
一
五
の
二
、

五
一
七
の
一
、
五
一
七
の
二
、
五
一
七
の
三
の
一
部
、
五
一
九
、
五
二
〇
の
一
の
一
部
、
五
二
〇
の

五
、
五
二
一
の
一
、
五
二
一
の
二
、
五
二
一
の
三
、
五
二
一
の
四
、
五
二
三
の
一
、
五
二
三
の
二
、

五
二
三
の
三
、
五
二
四
の
一
、
五
二
四
の
二
、
五
二
四
の
二
九
、
道
及
び
水
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
杜
市
明
野
町
上
手
五
百
二
十
番
地
　
社
会
福
祉
法
人
緑
樹
会
　
理
事
長
　
中
嶋
　
克
仁

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
井
　
　
上
　
　
利
　
　
男

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
笛
吹
警
察
署
の
部
署
所
在
地
の
項
中
「
石
和
町
中
川
」
の
下
に
「
、
石
和
町
駅
前
」
を
加

え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
二
十
五
号

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
井
　
　
上
　
　
利
　
　
男

別
表
第
三
中

「
七
〇
九

市
道

都
留
市
井
倉
一
、
二
九

大
型
自

終
日

大
月
平
成
二
四
年
二
月
一

九
番
地
一
八
先
（
都
留

動
車
、

六
日

バ
イ
パ
ス
流
入
部
丁
字

大
型
特

告
示
第
一
六
号

路
交
差
点
）
か
ら
都
留

殊
自
動

市
井
倉
七
五
七
番
地
先

車
、
中

（
県
道
四
日
市
場
上
野

型
自
動

原
線
と
市
道
と
の
丁
字

車

路
交
差
点
）
ま
で
（
三

二
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

を「
七
〇
九

市
道

都
留
市
井
倉
一
、
二
九

大
型
自

終
日

大
月
平
成
二
四
年
二
月
一

九
番
地
一
八
先
（
都
留

動
車
、

六
日

バ
イ
パ
ス
流
入
部
丁
字

大
型
特

告
示
第
一
六
号

路
交
差
点
）
か
ら
都
留

殊
自
動

市
井
倉
七
五
七
番
地
先

車
、
中

（
県
道
四
日
市
場
上
野

型
自
動

原
線
と
市
道
と
の
丁
字

車

路
交
差
点
）
ま
で
（
三

二
〇
メ
ー
ト
ル
）

七
一
〇

甲
府
駅

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一

車
両（

終
日

甲
府
平
成
二
四
年
一
一
月

周
辺
土

五
番
一
号
先
（
県
立
図

大
型
自

二
二
日

地
区
画

書
館
北
西
角
丁
字
路
交

動
車
、

告
示
第
一
二
五
号

整
理
三

差
点
）
か
ら
甲
府
市
北

大
型
特

号
線

口
二
丁
目
一
一
番
先
（

殊
自
動

県
立
図
書
館
北
東
角
丁

車
、
中

字
路
交
差
点
）
ま
で
（

型
自
動

一
一
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
）

七
一
一

甲
府
駅

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一

車
両（

終
日

甲
府
平
成
二
四
年
一
一
月

周
辺
土

一
番
先
（
主
要
地
方
道

大
型
自

二
二
日

地
区
画

甲
府
山
梨
線
（
武
田
通

動
車
、

告
示
第
一
二
五
号

整
理
七

り
）
と
市
道
と
の
十
字

大
型
特

号
線

路
交
差
点
）
か
ら
甲
府

殊
自
動

市
北
口
二
丁
目
一
〇
番

車
、
中

二
号
先
（
県
立
図
書
館

型
自
動

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

六
七
三



南
西
角
丁
字
路
交
差
点

車
）

）
ま
で
（
九
〇
メ
ー
ト

ル
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
四
中

「
五
八
六

市
道

大
月
市
大
月
一
丁
目
八
番

車
両

車
両
進
行

大
月
平
成
二
四
年
六

一
号
先
（
大
月
駅
前
広
場

ロ
ー
タ
リ

月
一
四
日

入
口
）
か
ら
大
月
市
大
月

ー
入
口
か

告
示
第
五
八
号

一
丁
目
九
番
一
五
号
先
（

ら
ロ
ー
タ

大
月
駅
前
広
場
出
口
）
ま

リ
ー
内
を

で
（
一
一
〇
メ
ー
ト
ル
）

時
計
回
り

終
日

」

を「
五
八
六

市
道

大
月
市
大
月
一
丁
目
八
番

車
両

車
両
進
行

大
月
平
成
二
四
年
六

一
号
先
（
大
月
駅
前
広
場

ロ
ー
タ
リ

月
一
四
日

入
口
）
か
ら
大
月
市
大
月

ー
入
口
か

告
示
第
五
八
号

一
丁
目
九
番
一
五
号
先
（

ら
ロ
ー
タ

大
月
駅
前
広
場
出
口
）
ま

リ
ー
内
を

で
（
一
一
〇
メ
ー
ト
ル
）

時
計
回
り

終
日

五
八
七

主
要
地

甲
斐
市
下
今
井
一
、
八
四

車
両

車
両
進
行

韮
崎
平
成
二
四
年
一

方
道
甲

五
番
地
先
（
下
今
井
三
差

北
か
ら
南

一
月
二
二
日

府
韮
崎

路
交
差
点
国
道
二
〇
号
上

へ
終
日

告
示
第
一
二
五

線

り
線
合
流
路
入
口
）
か
ら

号

甲
斐
市
下
今
井
一
、
五
七

九
番
地
先
（
下
今
井
三
差

路
交
差
点
国
道
二
〇
号
上

り
線
合
流
路
出
口
）
ま
で

（
五
〇
メ
ー
ト
ル
）

五
八
八

主
要
地

甲
斐
市
下
今
井
一
、
五
七

車
両

車
両
進
行

韮
崎
平
成
二
四
年
一

方
道
甲

九
番
地
先
（
下
今
井
三
差

東
か
ら
南

一
月
二
二
日

府
韮
崎

路
交
差
点
南
側
左
折
導
流

へ
終
日

告
示
第
一
二
五

線

部
）（
一
五
メ
ー
ト
ル
）

号

五
八
九

国
道
二

甲
斐
市
下
今
井
三
、
四
八

車
両

車
両
進
行

韮
崎
平
成
二
四
年
一

〇
号
下

〇
番
地
二
先
（
国
道
二
〇

南
か
ら
北

一
月
二
二
日

り
線
分

号
下
り
線
分
岐
路
入
口
）

へ
終
日

告
示
第
一
二
五

岐
路

か
ら
甲
斐
市
下
今
井
六
四

号

七
番
地
一
先
（
国
道
二
〇

号
下
り
線
分
岐
路
出
口
）

ま
で
（
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル

）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
五
中

「
二
四
七

市
道

甲
府
市
伊
勢
一
丁
目
五

南
進
す

七
時
か

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月

番
一
六
号
先
（
市
道
同

る
車
両

ら
二
二

二
六
日

士
の
三
差
路
交
差
点
）

（
二
輪

時
ま
で

告
示
第
七
九
号

、
軽
車

両
を
除

く
。）

」

を「
二
四
七

市
道

甲
府
市
伊
勢
一
丁
目
五

南
進
す

七
時
か

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月

番
一
六
号
先
（
市
道
同

る
車
両

ら
二
二

二
六
日

士
の
三
差
路
交
差
点
）

（
二
輪

時
ま
で

告
示
第
七
九
号

、
軽
車

両
を
除

く
。）

二
四
八

主
要
地

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一

南
進
す

終
日

甲
府

平
成
二
四
年
一
一

方
道
甲

五
番
一
号
先
（
県
立
図

る
大
型

月
二
二
日

府
山
梨

書
館
北
西
角
丁
字
路
交

自
動
車

告
示
第
一
二
五
号

線

差
点
）

、
中
型

自
動
車

、
大
型

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

六
七
四



特
殊
自

動
車

二
四
九

甲
府
駅

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一

北
進
す

終
日

甲
府

平
成
二
四
年
一
一

周
辺
土

一
番
先
（
県
立
図
書
館

る
大
型

月
二
二
日

地
区
画

北
東
角
丁
字
路
交
差
点

自
動
車

告
示
第
一
二
五
号

整
理
二

）

、
中
型

号
線

自
動
車

、
大
型

特
殊
自

動
車

二
五
〇

主
要
地

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一

南
進
す

終
日

甲
府

平
成
二
四
年
一
一

方
道
甲

〇
番
二
号
先
（
主
要
地

る
大
型

月
二
二
日

府
山
梨

方
道
甲
府
山
梨
線
（
武

自
動
車

告
示
第
一
二
五
号

線

田
通
り
）
と
甲
府
駅
周

、
中
型

辺
土
地
区
画
整
理
七
号

自
動
車

線
と
の
十
字
路
交
差
点

、
大
型

）

特
殊
自

動
車

二
五
一

主
要
地

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一

東
進
す

終
日

甲
府

平
成
二
四
年
一
一

方
道
甲

〇
番
二
号
先
（
県
立
図

る
大
型

月
二
二
日

府
山
梨

書
館
南
西
角
丁
字
路
交

自
動
車

告
示
第
一
二
五
号

線

差
点
）

、
中
型

自
動
車

、
大
型

特
殊
自

動
車

二
五
二

主
要
地

甲
斐
市
下
今
井
一
、
八

西
進
す

終
日

韮
崎

平
成
二
四
年
一
一

方
道
甲

五
三
番
地
先
（
下
今
井

る
車
両

月
二
二
日

府
韮
崎

三
差
路
交
差
点
）

告
示
第
一
二
五
号

線

」

に
改
め
る
。

別
表
第
六
中

「
五
三
〇

市
道

甲
府
市
伊
勢
一
丁
目
五

南
進
す

終
日

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月

番
一
六
号
先
（
市
道
同

る
車
両

二
六
日

士
の
三
差
路
交
差
点
）

告
示
第
七
九
号

」

を「
五
三
〇

市
道

甲
府
市
伊
勢
一
丁
目
五

南
進
す

終
日

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月

番
一
六
号
先
（
市
道
同

る
車
両

二
六
日

士
の
三
差
路
交
差
点
）

告
示
第
七
九
号

五
三
一

主
要
地

甲
府
市
北
口
一
丁
目
五

北
進
す

終
日

甲
府

平
成
二
四
年
一
一

方
道
甲

番
一
七
号
先
（
県
立
図

る
大
型

月
二
二
日

府
山
梨

書
館
北
西
角
丁
字
路
交

自
動
車

告
示
第
一
二
五
号

線

差
点
）

、
中
型

自
動
車

、
大
型

特
殊
自

動
車

五
三
二

甲
府
駅

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一

南
進
す

終
日

甲
府

平
成
二
四
年
一
一

周
辺
土

一
番
先
（
県
立
図
書
館

る
大
型

月
二
二
日

地
区
画

北
東
角
丁
字
路
交
差
点

自
動
車

告
示
第
一
二
五
号

整
理
二

）

、
中
型

号
線

自
動
車

、
大
型

特
殊
自

動
車

五
三
三

主
要
地

甲
府
市
北
口
一
丁
目
四

北
進
す

終
日

甲
府

平
成
二
四
年
一
一

方
道
甲

番
一
一
号
先
（
主
要
地

る
大
型

月
二
二
日

府
山
梨

方
道
甲
府
山
梨
線
（
武

自
動
車

告
示
第
一
二
五
号

線

田
通
り
）
と
甲
府
駅
周

、
中
型

辺
土
地
区
画
整
理
七
号

自
動
車

線
と
の
十
字
路
交
差
点

、
大
型

）

特
殊
自

動
車

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

六
七
五



五
三
四

主
要
地

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一

西
進
す

終
日

甲
府

平
成
二
四
年
一
一

方
道
甲

番
先
（
県
立
図
書
館
南

る
大
型

月
二
二
日

府
山
梨

西
角
丁
字
路
交
差
点
）

自
動
車

告
示
第
一
二
五
号

線

、
中
型

自
動
車

、
大
型

特
殊
自

動
車

五
三
五

主
要
地

甲
斐
市
下
今
井
一
、
五

南
進
す

終
日

韮
崎

平
成
二
四
年
一
一

方
道
甲

七
九
番
地
先
（
下
今
井

る
車
両

月
二
二
日

府
韮
崎

三
差
路
交
差
点
南
側
左

告
示
第
一
二
五
号

線

折
導
流
部
）

五
三
六

主
要
地

甲
斐
市
下
今
井
一
、
八

東
進
す

終
日

韮
崎

平
成
二
四
年
一
一

方
道
甲

五
三
番
地
先
（
下
今
井

る
車
両

月
二
二
日

府
韮
崎

三
差
路
交
差
点
北
側
左

告
示
第
一
二
五
号

線

折
導
流
部
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
七
中

「
九
三

市
道

甲
府
市
北
新
一
丁
目
六

南
進
す

日
曜
、

甲
府

平
成
二
四
年
六
月

番
一
号
先
（
市
営
む
つ

る
車
両

休
日
を

一
四
日

み
荘
南
西
角
丁
字
路
交

除
く
七

告
示
第
五
八
号

差
点
）

時
か
ら

九
時
ま

で
、
一

四
時
か

ら
一
六

時
ま
で

」

を「
九
三

市
道

甲
府
市
北
新
一
丁
目
六

南
進
す

日
曜
、

甲
府

平
成
二
四
年
六
月

番
一
号
先
（
市
営
む
つ

る
車
両

休
日
を

一
四
日

み
荘
南
西
角
丁
字
路
交

除
く
七

告
示
第
五
八
号

差
点
）

時
か
ら

九
時
ま

で
、
一

四
時
か

ら
一
六

時
ま
で

九
四

主
要
地

甲
斐
市
下
今
井
一
、
八

西
進
す

終
日

韮
崎

平
成
二
四
年
一
一

方
道
甲

五
三
番
地
先
（
下
今
井

る
車
両

月
二
二
日

府
韮
崎

三
差
路
交
差
点
）

告
示
第
一
二
五
号

線

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
中

「
六
二
一

国
　
道

北
巨
摩
郡
双
葉
町
下
今
井
一
、
八
四

一

韮
崎
四
九
・
四
・
一
一

二
〇
号

五
番
地
先
（
斉
藤
方
前
）
交
差
点

一
六
号

線

」

を「
六
二
一

削
除

韮
崎
平
成
二
四
年
一
一

月
二
二
日

告
示
第
一
二
五
号

」

に
、

「
一
、
二
〇
六

県
　
道

都
留
市
上
谷
二
丁
目
一
番
七
号
先
（

一

都
留
五
四
・
三
・
三
〇

高
畑
谷

谷
村
第
一
小
学
校
前
）

一
九
号

村
停
車

場
線

」

を「
一
、
二
〇
六

県
道
高

都
留
市
上
谷
二
丁
目
一
番
七
号
先
（

三

大
月
平
成
二
四
年
一
一

畑
谷
村

谷
村
第
一
小
学
校
前
）

月
二
二
日

停
車
場

告
示
第
一
二
五
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

六
七
六



線

」

に
、

「
一
、
三
八
一

国
　
道

北
都
留
郡
上
野
原
町
松
留
三
九
二
番

四

上
野
平
三
・
七
・
一
一

二
〇
号

地
の
一
先
（
上
野
原
高
校
入
口
交
差

原

告
示

点
）

第
一
九
号

」

を「
一
、
三
八
一

国
道
二

上
野
原
市
松
留
三
九
一
番
地
二
先
（

四

上
野
平
成
二
四
年
一
一

〇
号

上
野
原
高
校
入
口
交
差
点
）

原

月
二
二
日

県
道
新

告
示
第
一
二
五
号

田
松
留

線

」

に
、

「
一
、
九
一
二

県
　
道

都
留
市
下
谷
二
一
七
番
地
先
（
都
留

三

都
留
五
一
・
九
・
二
七

高
畑
谷

消
防
署
前
交
差
点
）

三
二
号

村
停
車

場
線

」

を「
一
、
九
一
二

削
除

大
月
平
成
二
四
年
一
一

月
二
二
日

告
示
第
一
二
五
号

」

に
、

「
五
、
四
一
四

国
道
四

甲
州
市
塩
山
上
粟
生
野
一
三
三
番
地

三

日
下
平
成
二
四
年
一
〇

一
一
号

先
（
塩
山
北
中
学
校
前
交
差
点
）

部

月
一
一
日

東
山
東

告
示
第
一
〇
六
号

部
広
域

農
道

」

を

「
五
、
四
一
四

国
道
四

甲
州
市
塩
山
上
粟
生
野
一
三
三
番
地

三

日
下
平
成
二
四
年
一
〇

一
一
号

先
（
塩
山
北
中
学
校
前
交
差
点
）

部

月
一
一
日

東
山
東

告
示
第
一
〇
六
号

部
広
域

農
道

五
、
四
一
五

甲
府
駅

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一
五
番
二
六
号

一

甲
府
平
成
二
四
年
一
一

周
辺
土

先
（
甲
府
駅
周
辺
土
地
区
画
整
理
一

月
二
二
日

地
区
画

号
線
東
側
丁
字
路
交
差
点
）

告
示
第
一
二
五
号

整
理
一

号
線

市
道

五
、
四
一
六

主
要
地

甲
斐
市
下
今
井
一
、
八
四
五
番
地
先

三

韮
崎
平
成
二
四
年
一
一

方
道
甲

（
下
今
井
三
差
路
交
差
点
）

月
二
二
日

府
韮
崎

告
示
第
一
二
五
号

線

五
、
四
一
七

国
道
一

山
梨
市
北
三
六
番
地
一
先
（
国
道
一

二

日
下
平
成
二
四
年
一
一

四
〇
号

四
〇
号
と
主
要
地
方
道
甲
府
山
梨
線

部

月
二
二
日

主
要
地

と
の
丁
字
路
交
差
点
）

告
示
第
一
二
五
号

方
道
甲

府
山
梨

線
（
八

幡
バ
イ

パ
ス
）

五
、
四
一
八

主
要
地

山
梨
市
北
二
、
一
四
四
番
地
先
（
主

一

日
下
平
成
二
四
年
一
一

方
道
甲

要
地
方
道
甲
府
山
梨
線
と
市
道
と
の

部

月
二
二
日

府
山
梨

十
字
路
交
差
点
）

告
示
第
一
二
五
号

線
（
八

幡
バ
イ

パ
ス
）

五
、
四
一
九

主
要
地

山
梨
市
市
川
一
、
二
一
六
番
地
一
先

四

日
下
平
成
二
四
年
一
一

方
道
甲

（
主
要
地
方
道
甲
府
山
梨
線
と
市
道

部

月
二
二
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

六
七
七



府
山
梨

と
の
十
字
路
交
差
点
）

告
示
第
一
二
五
号

線
（
八

幡
バ
イ

パ
ス
）

市
道

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
中

「
一
、
四

耕
作
道

東
八
代
郡
境
川
村
小

二
、
五
六
〇

車
　
両

四
〇

石
和
平
成
一
二

八
七

路
第
四

黒
坂
一
、
一
四
四
番

（
原
付

年
一
一
月

一
号
線

地
先
（
村
道
一
〇
号

・
け
ん

一
三
日

線
と
の
交
差
点
）
か

引
2
3

告
示
第
四

ら
東
八
代
郡
八
代
町

を
除
く

四
号

岡
二
、
一
四
四
番
地

。）

先
（
町
道
四
四
四
号

線
と
の
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

」

を「
一
、
四

東
八
中

笛
吹
市
境
川
町
小
黒

四
、
〇
三
〇

車
両（

四
〇

笛
吹
平
成
二
四

八
七

央
農
免

坂
一
、
一
四
四
番
地

原
付
・

年
一
一
月

農
道（

一
先
（
広
域
農
道
金

け
ん
引

二
二
日

み
や
さ

川
曽
根
線
と
東
八
中

2
3
を

告
示
第
一

か
道
）

央
農
免
農
道
と
の
三

除
く
。

二
五
号

差
路
交
差
点
）
か
ら

）

笛
吹
市
八
代
町
竹
居

一
、
二
五
三
番
地
先

（
主
要
地
方
道
笛
吹

市
川
三
郷
線
と
東
八

中
央
農
免
農
道
と
の

十
字
路
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

」

に
、

「

一
、
七

市
道

中
央
市
臼
井
阿
原
二

一
、
三
四
〇

車
両
（

五
〇

南
甲
平
成
二
四

一
五

二
番
地
先
（
田
富
西

原
付
・

府

年
一
〇
月

ラ
ン
プ
交
差
点
南
側

け
ん
引

一
一
日

一
方
通
行
出
口
）
か

1
2
3

告
示
第
一

ら
中
央
市
西
花
輪
二

を
除
く

〇
六
号

、
七
二
〇
番
地
一
先

。）

（
主
要
地
方
道
韮
崎

南
ア
ル
プ
ス
中
央
線

と
の
丁
字
路
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

」

を「
一
、
七

市
道

中
央
市
臼
井
阿
原
二

一
、
三
四
〇

車
両
（

五
〇

南
甲
平
成
二
四

一
五

二
番
地
先
（
田
富
西

原
付
・

府

年
一
〇
月

ラ
ン
プ
交
差
点
南
側

け
ん
引

一
一
日

一
方
通
行
出
口
）
か

1
2
3

告
示
第
一

ら
中
央
市
西
花
輪
二

を
除
く

〇
六
号

、
七
二
〇
番
地
一
先

。）

（
主
要
地
方
道
韮
崎

南
ア
ル
プ
ス
中
央
線

と
の
丁
字
路
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

一
、
七

主
要
地

山
梨
市
北
三
六
番
地

二
、
〇
六
〇

車
両
（

五
〇

日
下
平
成
二
四

一
六

方
道
甲

一
先
（
国
道
一
四
〇

原
付
・

部

年
一
一
月

府
山
梨

号
と
主
要
地
方
道
甲

け
ん
引

二
二
日

線
（
八

府
山
梨
線
と
の
丁
字

1
2
3

告
示
第
一

幡
バ
イ

路
交
差
点
）
か
ら
山

を
除
く

二
五
号

パ
ス
）

梨
市
堀
内
二
一
番
地

。）

一
先
（
主
要
地
方
道

甲
府
山
梨
線
と
市
道

と
の
三
差
路
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

一
、
七

甲
府
駅

甲
府
市
北
口
二
丁
目

三
二
〇

車
両
（

四
〇

甲
府
平
成
二
四

一
七

周
辺
土

六
番
一
〇
号
先
（
山

原
付
・

年
一
一
月

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

六
七
八



地
区
画

梨
文
化
会
館
前
交
差

け
ん
引

二
二
日

整
理
一

点
）
か
ら
甲
府
市
北

2
3
を

告
示
第
一

号
線

口
二
丁
目
一
五
番
四

除
く
。

二
五
号

甲
府
駅

号
先
（
県
立
図
書
館

）

周
辺
土

北
交
差
点
）
ま
で
の

地
区
画

両
側

整
理
二

号
線

一
、
七

玉
宮
地

甲
州
市
塩
山
上
粟
生

四
三
〇

車
両
（

四
〇

日
下
平
成
二
四

一
八

区
幹
線

野
五
〇
四
番
地
二
先

原
付
・

部

年
一
一
月

農
道（

（
県
道
塩
山
停
車
場

け
ん
引

二
二
日

市
道
）

大
菩
薩
嶺
線
と
玉
宮

2
3
を

告
示
第
一

地
区
幹
線
農
道
と
の

除
く
。

二
五
号

十
字
路
交
差
点
）
か

）

ら
甲
州
市
塩
山
上
粟

生
野
一
一
九
番
地
先

（
国
道
四
一
一
号
と

玉
宮
地
区
幹
線
農
道

と
の
十
字
路
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

一
、
七

国
道
二

甲
斐
市
下
今
井
三
、

三
〇
〇

車
両
（

三
〇

韮
崎
平
成
二
四

一
九

〇
号
下

四
八
〇
番
地
二
先
（

原
付
・

年
一
一
月

り
線
分

国
道
二
〇
号
下
り
線

け
ん
引

二
二
日

岐
路

分
岐
路
入
口
）
か
ら

3
を
除

告
示
第
一

甲
斐
市
下
今
井
六
四

く
。）

二
五
号

七
番
地
一
先
（
国
道

二
〇
号
下
り
線
分
岐

路
出
口
）
ま
で
の
間

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
の
二
中

「
一

県
道
富

南
都
留
郡
富
士

一
、
六
七
〇

二
七
・

車
両

三
〇

富
士
平
成
二
四

士
河
口

河
口
湖
町
河
口

四
五

（
け

吉
田
年
三
月
二

湖
精
進

一
、
三
七
六
番

ん
引

九
日

線

地
先
（
西
川
橋

3
を

告
示
第
三

町
道

南
詰
）
及
び
南

除
く

二
号

都
留
郡
富
士
河

。）

口
湖
町
河
口
一

八
八
番
地
先
（

寺
川
橋
北
詰
）

並
び
に
南
都
留

郡
富
士
河
口
湖

町
河
口
一
、
六

六
二
番
地
先
（

丁
字
路
交
差
点

）
の
県
道
富
士

河
口
湖
精
進
線

及
び
町
道
に
囲

ま
れ
た
区
域
内

の
全
て
の
道
路

」

を「
一

県
道
富

南
都
留
郡
富
士

一
、
六
七
〇

二
七
・

車
両

三
〇

富
士
平
成
二
四

士
河
口

河
口
湖
町
河
口

四
五

（
け

吉
田
年
三
月
二

湖
精
進

一
、
三
七
六
番

ん
引

九
日

線

地
先
（
西
川
橋

3
を

告
示
第
三

町
道

南
詰
）
及
び
南

除
く

二
号

都
留
郡
富
士
河

。）

口
湖
町
河
口
一

八
八
番
地
先
（

寺
川
橋
北
詰
）

並
び
に
南
都
留

郡
富
士
河
口
湖

町
河
口
一
、
六

六
二
番
地
先
（

丁
字
路
交
差
点

）
の
県
道
富
士

河
口
湖
精
進
線

及
び
町
道
に
囲

ま
れ
た
区
域
内

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

六
七
九



の
全
て
の
道
路

二

甲
府
駅

甲
府
市
北
口
二

二
〇
〇

〇
・
二

車
両

三
〇

甲
府
平
成
二
四

周
辺
土

丁
目
一
五
番
四

三

（
け

年
一
一
月

地
区
画

号
先
（
県
立
図

ん
引

二
二
日

整
理
三

書
館
北
交
差
点

3
を

告
示
第
一

号
線

）、
甲
府
市
北

除
く

二
五
号

甲
府
駅

口
二
丁
目
一
五

。）

周
辺
土

番
二
六
号
先
（

地
区
画

丁
字
路
交
差
点

整
理
七

）、
甲
府
市
北

号
線

口
二
丁
目
八
番

先
（
山
梨
文
化

会
館
前
交
差
点

）、
甲
府
市
北

口
二
丁
目
一
〇

番
二
号
先
（
甲

府
駅
北
口
交
差

点
）
の
主
要
地

方
道
甲
府
山
梨

線
及
び
市
道
に

囲
ま
れ
た
区
域

内
の
全
て
の
道

路

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
五
中

「
四
八
二

市
道

中
央
市
臼
井
阿
原
二
二

一
、
三
四
〇

車
両

終
日

南
甲
平
成
二
四

番
地
先
（
田
富
西
ラ
ン

府

年
一
〇
月

プ
交
差
点
南
側
一
方
通

一
一
日

行
出
口
）
か
ら
中
央
市

告
示
第
一

西
花
輪
二
、
七
二
〇
番

〇
六
号

地
一
先
（
主
要
地
方
道

韮
崎
南
ア
ル
プ
ス
中
央

線
と
の
丁
字
路
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

」

を「
四
八
二

市
道

中
央
市
臼
井
阿
原
二
二

一
、
三
四
〇

車
両

終
日

南
甲
平
成
二
四

番
地
先
（
田
富
西
ラ
ン

府

年
一
〇
月

プ
交
差
点
南
側
一
方
通

一
一
日

行
出
口
）
か
ら
中
央
市

告
示
第
一

西
花
輪
二
、
七
二
〇
番

〇
六
号

地
一
先
（
主
要
地
方
道

韮
崎
南
ア
ル
プ
ス
中
央

線
と
の
丁
字
路
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

四
八
三

甲
府
駅

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六

三
二
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
二
四

周
辺
土

番
一
〇
号
先
（
山
梨
文

年
一
一
月

地
区
画

化
会
館
前
交
差
点
）
か

二
二
日

整
理
一

ら
甲
府
市
北
口
二
丁
目

告
示
第
一

号
線

一
五
番
四
号
先
（
県
立

二
五
号

甲
府
駅

図
書
館
北
交
差
点
）
ま

周
辺
土

で
の
両
側

地
区
画

整
理
二

号
線

四
八
四

主
要
地

山
梨
市
北
三
六
番
地
一

二
、
〇
六
〇

車
両

終
日

日
下
平
成
二
四

方
道
甲

先
（
国
道
一
四
〇
号
と

部

年
一
一
月

府
山
梨

主
要
地
方
道
甲
府
山
梨

二
二
日

線
（
八

線
と
の
丁
字
路
交
差
点

告
示
第
一

幡
バ
イ

）
か
ら
山
梨
市
堀
内
二

二
五
号

パ
ス
）

一
番
地
一
先
（
主
要
地

方
道
甲
府
山
梨
線
と
市

道
と
の
三
差
路
交
差
点

）
ま
で
の
両
側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
六
中

「
二
、
九
一
三

町
　
道

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
一
、
四
六
六
番
地

鰍
沢

五
三
・
三
・
二
三

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

六
八
〇



新
道
線

先
（
望
月
鎮
雄
方
）
東
側

一
〇
号

」

を「
二
、
九
一
三

削
除

鰍
沢

平
成
二
四
年
一
一

月
二
二
日

告
示
第
一
二
五
号

」

に
、

「
三
、
二
二
三

町
　
道

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
官
有
地
梅
林
公
民

鰍
　
沢
五
四
・
一
・
二
五

起
し
薄

館
西
側

三
号

田
線

」

を「
三
、
二
二
三

町
道

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢
三
四
〇
番

鰍
沢

平
成
二
四
年
一
一

地
一
四
先
（
梅
林
公
民
館
西
側
・
西

月
二
二
日

進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

」

に
、

「
四
、
〇
六
〇

国
　
道

北
巨
摩
郡
双
葉
町
大
字
下
今
井
一
、

韮
　
崎
五
五
・
三
・
一
八

二
〇
号

八
四
五
番
地
斉
藤
正
夫
方
南
側

一
一
号

線
取
付

道
路

」

を「
四
、
〇
六
〇

削
除

韮
崎

平
成
二
四
年
一
一

月
二
二
日

告
示
第
一
二
五
号

」

に
、

「
四
、
四
九
〇

町
　
道

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
一
、
四
六
六
番
地

鰍
　
沢
五
六
・
二
・
七

市
川
大

先
（
橋
本
屋
食
堂
東
側
、
南
進
す
る

五
号

門
鰍
沢

車
両
）

線

」

を「
四
、
四
九
〇

削
除

鰍
沢

平
成
二
四
年
一
一

月
二
二
日

告
示
第
一
二
五
号

」

に
、

「
六
、
八
二
二

県
　
道

北
巨
摩
郡
双
葉
町
下
今
井
五
五
一
番

韮
　
崎
六
一
・
九
・
一
八

甲
府
敷

地
の
一
先
（
下
今
井
交
差
点
か
ら
東

三
四
号

島
韮
崎

進
、
県
道
へ
流
入
す
る
車
両
）

線

」

を「
六
、
八
二
二

主
要
地

甲
斐
市
下
今
井
一
、
五
七
九
番
地
先

韮
崎

平
成
二
四
年
一
一

方
道
甲

（
下
今
井
三
差
路
交
差
点
東
側
丁
字

月
二
二
日

府
韮
崎

路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

線

」

に
、

「
七
、
三
一
七

町
　
道

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
一
、
四
六
〇
番
地

鰍
　
沢
六
二
・
一
二
・
二

富
士
川

先
（
富
士
橋
西
詰
交
差
点
北
側
）

八

四
号
線

四
四
号

」

を「
七
、
三
一
七

町
道

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢
一
、
四
六

鰍
沢

平
成
二
四
年
一
一

六
番
地
先
（
富
士
橋
西
詰
丁
字
路
交

月
二
二
日

差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

」

に
、

「
一
一
、
一
四
五

町
道

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
一
、
四
六
六
番
地

鰍
沢

平
成
一
九
年
三
月

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

六
八
一



先
（
県
道
市
川
三
郷
鰍
沢
線
と
の
交

一
九
日

差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
二
七
号

」

を「
一
一
、
一
四
五

削
除

鰍
沢

平
成
二
四
年
一
一

月
二
二
日

告
示
第
一
二
五
号

」

に
、

「
一
一
、
六
四
六

市
道

都
留
市
中
津
森
一
九
七
番
地
先
（
県

大
月

平
成
二
四
年
一
〇

道
高
畑
谷
村
停
車
場
線
と
市
道
と
の

月
一
一
日

十
字
路
交
差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
一
〇
六
号

」

を「
一
一
、
六
四
六

市
道

都
留
市
中
津
森
一
九
七
番
地
先
（
県

大
月

平
成
二
四
年
一
〇

道
高
畑
谷
村
停
車
場
線
と
市
道
と
の

月
一
一
日

十
字
路
交
差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
一
〇
六
号

一
一
、
六
四
七

甲
府
駅

甲
府
市
北
口
二
丁
目
九
番
先
（
県
立

甲
府

平
成
二
四
年
一
一

周
辺
土

図
書
館
南
西
角
丁
字
路
交
差
点
・
南

月
二
二
日

地
区
画

進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

整
理
七

号
線

一
一
、
六
四
八

甲
府
駅

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一
一
番
先
（
県

甲
府

平
成
二
四
年
一
一

周
辺
土

立
図
書
館
北
東
角
丁
字
路
交
差
点
・

月
二
二
日

地
区
画

東
進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

整
理
三

号
線

一
一
、
六
四
九

市
道

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一
一
番
先
（
北

甲
府

平
成
二
四
年
一
一

口
駐
車
場
北
西
角
丁
字
路
交
差
点
・

月
二
二
日

西
進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

一
一
、
六
五
〇

国
道
二

甲
斐
市
下
今
井
六
四
七
番
地
一
先
（

韮
崎

平
成
二
四
年
一
一

〇
号
下

国
道
二
〇
号
下
り
線
分
岐
路
出
口
・

月
二
二
日

り
線
分

西
進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

岐
路

一
一
、
六
五
一

主
要
地

山
梨
市
北
三
六
番
地
一
先
（
国
道
一

日
下
部
平
成
二
四
年
一
一

方
道
甲

四
〇
号
と
主
要
地
方
道
甲
府
山
梨
線

月
二
二
日

府
山
梨

と
の
丁
字
路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

線
（
八

幡
バ
イ

パ
ス
）

一
一
、
六
五
二

市
道

山
梨
市
南
一
、
二
三
一
番
地
先
（
主

日
下
部
平
成
二
四
年
一
一

要
地
方
道
甲
府
山
梨
線
と
市
道
と
の

月
二
二
日

十
字
路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

一
一
、
六
五
三

市
道

山
梨
市
南
一
、
二
二
四
番
地
二
先
（

日
下
部
平
成
二
四
年
一
一

主
要
地
方
道
甲
府
山
梨
線
と
市
道
と

月
二
二
日

の
十
字
路
交
差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

一
一
、
六
五
四

市
道

山
梨
市
市
川
一
、
二
一
六
番
地
一
先

日
下
部
平
成
二
四
年
一
一

（
主
要
地
方
道
甲
府
山
梨
線
と
市
道

月
二
二
日

と
の
十
字
路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

一
一
、
六
五
五

市
道

山
梨
市
市
川
一
、
二
〇
六
番
地
一
先

日
下
部
平
成
二
四
年
一
一

（
主
要
地
方
道
甲
府
山
梨
線
と
市
道

月
二
二
日

と
の
十
字
路
交
差
点
・
南
進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

一
一
、
六
五
六

市
道

山
梨
市
堀
内
二
一
番
地
一
先
（
主
要

日
下
部
平
成
二
四
年
一
一

地
方
道
甲
府
山
梨
線
と
市
道
と
の
三

月
二
二
日

差
路
交
差
点
・
北
進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

一
一
、
六
五
七

玉
宮
地

甲
州
市
塩
山
上
粟
生
野
五
〇
四
番
地

日
下
部
平
成
二
四
年
一
一

区
幹
線

二
先
（
県
道
塩
山
停
車
場
大
菩
薩
嶺

月
二
二
日

農
道

線
と
玉
宮
地
区
幹
線
農
道
と
の
十
字

告
示
第
一
二
五
号

路
交
差
点
・
南
進
車
両
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

六
八
二



一
一
、
六
五
八

市
道

甲
州
市
塩
山
上
粟
生
野
五
一
七
番
地

日
下
部
平
成
二
四
年
一
一

五
先
（
玉
宮
地
区
幹
線
農
道
と
市
道

月
二
二
日

と
の
丁
字
路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

一
一
、
六
五
九

市
道

甲
州
市
塩
山
上
粟
生
野
三
六
五
番
地

日
下
部
平
成
二
四
年
一
一

一
先
（
玉
宮
地
区
幹
線
農
道
と
市
道

月
二
二
日

と
の
十
字
路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

一
一
、
六
六
〇

市
道

甲
州
市
塩
山
上
粟
生
野
一
番
地
先
（

日
下
部
平
成
二
四
年
一
一

玉
宮
地
区
幹
線
農
道
と
市
道
と
の
十

月
二
二
日

字
路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

告
示
第
一
二
五
号

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
七
中

「
八
一
〇

市
　
道

塩
山
市
牛
奥
一
九

四
、
五
〇
〇

車
両

終
日

塩
山
五
八
・
三

（
樹
園

五
二
番
地
先
（
清

・
一
七

地
農
道

水
方
北
側
）
か
ら

一
五
号

）

塩
山
市
中
萩
原
二

八
三
三
番
地
の
一

先
交
差
点
ま
で
の

両
側

」

を「
八
一
〇

東
山
東

甲
州
市
塩
山
牛
奥

四
、
九
三
〇

車
両

終
日

日
下
平
成
二
四

部
広
域

一
、
九
七
三
番
地

部

年
一
一
月

農
道
フ

二
先
（
花
園
交
差

二
二
日

ル
ー
ツ

点
）
か
ら
甲
州
市

告
示
第
一

ラ
イ
ン

塩
山
上
粟
生
野
一

二
五
号

、
塩
山

一
九
番
地
先
（
国

フ
ル
ー

道
四
一
一
号
と
玉

ツ
ラ
イ

宮
地
区
幹
線
農
道

ン
、
玉

と
の
十
字
路
交
差

宮
地
区

点
）
ま
で
の
両
側

幹
線
農

道

」

に
、

「
一
、
三
七
二

市
道

中
央
市
臼
井
阿
原

一
、
三
四
〇

車
両

終
日

南
甲
平
成
二
四

二
二
番
地
先
（
田

府

年
一
〇
月

富
西
ラ
ン
プ
交
差

一
一
日

点
南
側
一
方
通
行

告
示
第
一

出
口
）
か
ら
中
央

〇
六
号

市
西
花
輪
二
、
七

二
〇
番
地
一
先
（

主
要
地
方
道
韮
崎

南
ア
ル
プ
ス
中
央

線
と
の
丁
字
路
交

差
点
）
ま
で
の
両

側

」

を「
一
、
三
七
二

市
道

中
央
市
臼
井
阿
原

一
、
三
四
〇

車
両

終
日

南
甲
平
成
二
四

二
二
番
地
先
（
田

府

年
一
〇
月

富
西
ラ
ン
プ
交
差

一
一
日

点
南
側
一
方
通
行

告
示
第
一

出
口
）
か
ら
中
央

〇
六
号

市
西
花
輪
二
、
七

二
〇
番
地
一
先
（

主
要
地
方
道
韮
崎

南
ア
ル
プ
ス
中
央

線
と
の
丁
字
路
交

差
点
）
ま
で
の
両

側

一
、
三
七
三

甲
府
駅

甲
府
市
北
口
二
丁

三
二
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
二
四

周
辺
土

目
六
番
一
〇
号
先

年
一
一
月

地
区
画

（
山
梨
文
化
会
館

二
二
日

整
理
一

前
交
差
点
）
か
ら

告
示
第
一

号
線

甲
府
市
北
口
二
丁

二
五
号

甲
府
駅

目
一
五
番
四
号
先

周
辺
土

（
県
立
図
書
館
北

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

六
八
三



地
区
画

交
差
点
）
ま
で
の

整
理
二

両
側

号
線

一
、
三
七
四

甲
府
駅

甲
府
市
北
口
二
丁

一
一
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
二
四

周
辺
土

目
一
五
番
一
号
先

年
一
一
月

地
区
画

（
県
立
図
書
館
北

二
二
日

整
理
三

西
角
丁
字
路
交
差

告
示
第
一

号
線

点
）
か
ら
甲
府
市

二
五
号

北
口
二
丁
目
一
一

番
先
（
県
立
図
書

館
北
東
角
丁
字
路

交
差
点
）
ま
で
の

両
側

一
、
三
七
五

甲
府
駅

甲
府
市
北
口
二
丁

九
〇

車
両

終
日

甲
府
平
成
二
四

周
辺
土

目
一
一
番
先
（
主

年
一
一
月

地
区
画

要
地
方
道
甲
府
山

二
二
日

整
理
七

梨
線
（
武
田
通
り

告
示
第
一

号
線

）
と
市
道
と
の
十

二
五
号

字
路
交
差
点
）
か

ら
甲
府
市
北
口
二

丁
目
一
〇
番
二
号

先
（
県
立
図
書
館

南
西
角
丁
字
路
交

差
点
）
ま
で
の
両

側

一
、
三
七
六

主
要
地

山
梨
市
北
三
六
番

二
、
〇
六
〇

車
両

終
日

日
下
平
成
二
四

方
道
甲

地
一
先
（
国
道
一

部

年
一
一
月

府
山
梨

四
〇
号
と
主
要
地

二
二
日

線
（
八

方
道
甲
府
山
梨
線

告
示
第
一

幡
バ
イ

と
の
丁
字
路
交
差

二
五
号

パ
ス
）

点
）
か
ら
山
梨
市

堀
内
二
一
番
地
一

先
（
主
要
地
方
道

甲
府
山
梨
線
と
市

道
と
の
三
差
路
交

差
点
）
ま
で
の
両

側

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
九
中

「
一
四
一

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
五
、
一
〇
五
番

南
甲
府
平
成
二
四
年
七
月
二
六

地
先
（
西
条
交
差
点
）
か
ら
中
巨
摩
郡

日

昭
和
町
西
条
五
、
二
七
八
番
地
先
（
中

告
示
第
七
九
号

央
道
カ
ル
バ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
甲
府
昭
和

二
南
交
差
点
）
ま
で
の
両
側
歩
道
（
一

四
一
メ
ー
ト
ル
）

」

を「
一
四
一

町
道

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
五
、
一
〇
五
番

南
甲
府
平
成
二
四
年
一
一
月
二

地
先
（
西
条
交
差
点
）
か
ら
中
巨
摩
郡

二
日

昭
和
町
西
条
五
、
二
七
八
番
地
先
（
中

告
示
第
一
二
五
号

央
道
カ
ル
バ
ー
ト
ボ
ッ
ク
ス
甲
府
昭
和

二
南
交
差
点
）
ま
で
の
両
側
歩
道
（
八

六
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

に
、

「
二
〇
六

市
道

山
梨
市
上
石
森
一
、
一
二
八
番
地
先
（

日
下
部
平
成
二
四
年
七
月
二
六

市
民
体
育
館
西
交
差
点
）
か
ら
山
梨
市

日

上
石
森
一
、
二
五
五
番
地
先
（
市
民
体

告
示
第
七
九
号

育
館
北
西
角
十
字
路
交
差
点
）
ま
で
の

両
側
（
四
〇
五
メ
ー
ト
ル
）

」

を「
二
〇
六

市
道

山
梨
市
上
石
森
一
、
一
二
八
番
地
先
（

日
下
部
平
成
二
四
年
七
月
二
六

市
民
体
育
館
西
交
差
点
）
か
ら
山
梨
市

日

上
石
森
一
、
二
五
五
番
地
先
（
市
民
体

告
示
第
七
九
号

育
館
北
西
角
十
字
路
交
差
点
）
ま
で
の

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
七
十
九
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日

六
八
四



両
側
（
四
〇
五
メ
ー
ト
ル
）

二
〇
七

主
要
地

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
八
番
一
〇
号
先

甲
府

平
成
二
四
年
一
一
月
二

方
道
甲

（
朝
日
町
ガ
ー
ド
南
交
差
点
）
か
ら
甲

二
日

府
韮
崎

府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
番
先
（
エ
ク
ラ

告
示
第
一
二
五
号

線

ン
駐
車
場
南
側
）
ま
で
の
北
側
歩
道
（

二
二
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
九
の
二
中

「
二

主
要
地

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一
〇
番
二
号
先
（

甲
府

平
成
二
四
年
六
月
一
四

方
道
甲

甲
府
駅
北
口
ペ
デ
ィ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ

日

府
山
梨

キ
階
段
北
側
）
か
ら
甲
府
市
北
口
二
丁

告
示
第
五
八
号

線

目
一
五
番
四
号
先
（
甲
府
駅
北
口
北
交

差
点
）
ま
で
の
東
側
歩
道
の
車
道
側
部

分
（
一
六
五
メ
ー
ト
ル
）

」

を「
二

主
要
地

甲
府
市
北
口
二
丁
目
一
〇
番
二
号
先
（

甲
府

平
成
二
四
年
六
月
一
四

方
道
甲

甲
府
駅
北
口
ぺ
デ
ィ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ

日

府
山
梨

キ
階
段
北
側
）
か
ら
甲
府
市
北
口
二
丁

告
示
第
五
八
号

線

目
一
五
番
四
号
先
（
甲
府
駅
北
口
北
交

差
点
）
ま
で
の
東
側
歩
道
の
車
道
側
部

分
（
一
六
五
メ
ー
ト
ル
）

三

主
要
地

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
八
番
一
〇
号
先

甲
府

平
成
二
四
年
一
一
月
二

方
道
甲

（
朝
日
町
ガ
ー
ド
南
交
差
点
）
か
ら
甲

二
日

府
韮
崎

府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
番
先
（
エ
ク
ラ

告
示
第
一
二
五
号

線

ン
駐
車
場
南
側
）
ま
で
の
北
側
歩
道
の

車
道
側
部
分
（
二
二
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
十
九
の
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
十
九
の
三
　
自
転
車
専
用
通
行
帯
の
指
定

番
号

道
路
名

区
間

延
長
（
メ
ー

指
定
区
分

対
象

管
轄
告
示
年
月

ト
ル
）

警
察
日

署

番
号

一

市
道
錦

甲
府
市
中
央
一
丁

三
七
五

上
記
区
間

普
通

甲
府
平
成
二
四

穴
切
線

目
一
〇
番
二
四
号

の
う
ち
、

自
転

年
一
一
月

先
（
甲
府
警
察
署

道
路
標
識

車

二
二
日

前
交
差
点
）
か
ら

又
は
道
路

告
示
第
一

甲
府
市
丸
の
内
二

標
示
で
示

二
五
号

丁
目
三
九
番
一
一

し
た
区
間

号
先
（
穴
切
神
社

で
道
路
標

入
口
交
差
点
）
ま

示
に
よ
り

で
の
両
側

示
さ
れ
た

部
分

二

市
道
朝

甲
府
市
北
口
一
丁

三
六
〇

上
記
区
間

普
通

甲
府
平
成
二
四

日
荒
川

目
二
番
一
九
号
先

の
う
ち
、

自
転

年
一
一
月

線

（
甲
府
合
同
庁
舎

道
路
標
識

車

二
二
日

市
道
富

前
交
差
点
）
か
ら

又
は
道
路

告
示
第
一

士
見
中

甲
府
市
朝
日
三
丁

標
示
で
示

二
五
号

線

目
三
番
一
一
号
先

し
た
区
間

（
朝
日
三
丁
目
交

で
道
路
標

差
点
）
ま
で
の
両

示
に
よ
り

側

示
さ
れ
た

部
分

三

主
要
地

甲
府
市
国
母
五
丁

一
、
一
二
〇

上
記
区
間

普
通

南
甲
平
成
二
四

方
道
甲

目
三
番
三
号
（
市

の
う
ち
、

自
転

府

年
一
一
月

府
市
川

場
西
入
口
交
差
点

道
路
標
識

車

二
二
日

三
郷
線

北
側
）
か
ら
甲
府

又
は
道
路

告
示
第
一

市
高
畑
二
丁
目
四

標
示
で
示

二
五
号

番
三
号
先
（
高
畑

し
た
区
間

交
差
点
南
側
）
ま

で
道
路
標

で
の
両
側

示
に
よ
り

示
さ
れ
た

部
分
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四

県
道
小

甲
府
市
小
瀬
町
九

一
、
二
三
五

上
記
区
間

普
通

南
甲
平
成
二
四

瀬
ス
ポ

九
八
番
地
五
先
（

の
う
ち
、

自
転

府

年
一
一
月

ー
ツ
公

小
瀬
ス
ポ
ー
ツ
公

道
路
標
識

車

二
二
日

園
線

園
前
交
差
点
北
側

又
は
道
路

告
示
第
一

）
か
ら
甲
府
市
上

標
示
で
示

二
五
号

町
二
、
〇
六
四
番

し
た
区
間

地
三
先
（
小
瀬
ス

で
道
路
標

ポ
ー
ツ
公
園
入
口

示
に
よ
り

交
差
点
南
東
側
）

示
さ
れ
た

ま
で
の
両
側

部
分

別
表
第
二
十
三
中

「
三
五

県
道
甲

甲
府
市
国
母
七

四

上
記
区

上
記
交

南
西

南
甲
平
成
二
二
年
九

府
市
川

丁
目
一
二
番
一

間
の
う

差
点
か

進
す

府

月
二
日

三
郷
線

号
先
（
国
母
交

ち
、
道

ら
北
東

る
車

告
示
第
九
〇
号

差
点
）
か
ら
北

路
標
識

へ
五
〇

両

東
へ
一
〇
〇
メ

又
は
道

メ
ー
ト

ー
ト
ル

路
標
示

ル
の
区

で
示
し

間

た
区
間

で
道
路

標
識
又

は
道
路

標
示
に

よ
り
示

さ
れ
た

進
行
方

向
別
区

分
に
よ

る
。

」

を「
三
五

県
道
甲

甲
府
市
国
母
七

四

上
記
区

上
記
交

南
西

南
甲
平
成
二
二
年
九

府
市
川

丁
目
一
二
番
一

間
の
う

差
点
か

進
す

府

月
二
日

三
郷
線

号
先
（
国
母
交

ち
、
道

ら
北
東

る
車

告
示
第
九
〇
号

差
点
）
か
ら
北

路
標
識

へ
五
〇

両

東
へ
一
〇
〇
メ

又
は
道

メ
ー
ト

ー
ト
ル

路
標
示

ル
の
区

で
示
し

間

た
区
間

で
道
路

標
識
又

は
道
路

標
示
に

よ
り
示

さ
れ
た

進
行
方

向
別
区

分
に
よ

る
。

三
六

市
道
錦

甲
府
市
中
央
一

二

車
両

甲
府
平
成
二
四
年
一

穴
切
線

丁
目
一
〇
番
二

一
月
二
二
日

四
号
先
（
甲
府

告
示
第
一
二
五

警
察
署
前
交
差

点
）
か
ら
甲
府

市
丸
の
内
二
丁

目
三
九
番
一
一

号
先
（
穴
切
神

社
入
口
交
差
点

）
ま
で
の
上
下

線
三
七
五
メ
ー

ト
ル
の
間

三
七

市
道
朝

甲
府
市
北
口
一

二

車
両

甲
府
平
成
二
四
年
一

日
荒
川

丁
目
二
番
一
九

一
月
二
二
日

線

号
先
（
甲
府
合

告
示
第
一
二
五

市
道
富

同
庁
舎
前
交
差

号

士
見
中

点
）
か
ら
甲
府

線

市
朝
日
三
丁
目

三
番
一
一
号
先

（
朝
日
三
丁
目
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交
差
点
）
ま
で

の
上
下
線
三
六

〇
メ
ー
ト
ル
の

間

三
八

主
要
地

甲
府
市
国
母
五

二

車
両

南
甲
平
成
二
四
年
一

方
道
甲

丁
目
四
番
四
号

府

一
月
二
二
日

府
市
川

先
（
市
場
西
入

告
示
第
一
二
五

三
郷
線

口
交
差
点
）
か

号

ら
甲
府
市
高
畑

二
丁
目
四
番
四

号
先
（
高
畑
交

差
点
）
ま
で
の

上
下
線
一
、
二

七
〇
メ
ー
ト
ル

の
間

三
九

県
道
小

甲
府
市
小
瀬
町

二

車
両

南
甲
平
成
二
四
年
一

瀬
ス
ポ

九
九
八
番
地
五

府

一
月
二
二
日

ー
ツ
公

先
（
小
瀬
ス
ポ

告
示
第
一
二
五

園
線

ー
ツ
公
園
前
交

号

差
点
）
か
ら
甲

府
市
上
町
二
、

三
七
六
番
地
先

（
小
瀬
ス
ポ
ー

ツ
公
園
入
口
交

差
点
）
ま
で
の

上
下
線
一
、
四

二
〇
メ
ー
ト
ル

の
間

」

に
改
め
る
。
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